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告

示

(

第
千
百
九
号)

○
福
岡
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

(

漁
業
管
理
課)

一

正

誤

○
再
掲

(

平
成
二
十
一
年
四
月
十
五
日
福
岡
県
公
報
第
二
千
九
百
五
十
五
号
増
刊

①)

中
正
誤

二

福
岡
県
告
示
第
千
百
九
号

福
岡
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
三
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

福
岡
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
程

(

昭
和
五
十
五
年
一
月
福
岡
県
告
示
第
百
十
一
号)
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
見
出
し
を

｢
(

担
保
又
は
保
証
人)

｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

｢

又
は
交
替｣

を

｢
若

し
く
は
交
替
又
は
担
保
の
追
加
若
し
く
は
変
更｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項

の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
所
定
の
連
帯
保
証
人
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
県
が
認

め
る
場
合
で
あ
つ
て
、
適
当
な
担
保
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
い
て
は
、
貸
付
け
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
連
帯
保
証
人
に
替
え
て
担
保
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

前
項
の
担
保
は
、
資
金
に
よ
り
導
入
し
た
機
械
及
び
施
設
を
優
先
す
る
も
の
と
す
る
。

様
式
第
四
号
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
る
。

様
式
第
六
号
の

(

裏)

中

｢２
甲
は
､
保
証
人
の
変
更
に
関
し
､
乙
か
ら
請
求
が
あ
り
､
適
当
と
認
め
る
と
き
は
､

を

こ
れ
に
応
じ
る
も
の
と
す
る
｡

｣

｢２
甲
は
､
保
証
人
の
変
更
に
関
し
､
乙
か
ら
請
求
が
あ
り
､
適
当
と
認
め
る
と
き
は
､

こ
れ
に
応
じ
る
も
の
と
す
る
｡

(担
保
)

第
７
条
乙
は
､
別
に
締
結
す
る
担
保
権
設
定
契
約
に
従
い
､
こ
の
契
約
に
基
づ
く
債

務
に
係
る
担
保
の
提
供
が
可
能
と
な
つ
た
場
合
に
は
､
速
や
か
に
こ
れ
を
提
供
す
る

も
の
と
す
る
｡

第
８
条
乙
は
､
甲
の
承
認
を
得
ず
に
､
担
保
と
し
て
提
供
し
た
資
産
を
他
人
に
譲
渡

し
若
し
く
は
賃
貸
し
､
他
の
債
務
の
担
保
に
供
し
､
又
は
そ
の
現
状
を
変
更
す
る
等

甲
に
損
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
一
切
の
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
｡

に

２
乙
は
､
担
保
と
し
て
提
供
し
た
資
産
の
価
格
が
滅
失
､
き
損
等
の
事
情
に
よ
り
減

少
し
た
と
き
は
､
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
甲
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
｡

第
９
条
乙
は
､
甲
が
担
保
の
追
加
を
必
要
と
認
め
て
請
求
し
た
場
合
は
､
直
ち
に
こ

れ
に
応
じ
る
も
の
と
す
る
｡
甲
は
担
保
の
変
更
に
関
し
､
乙
か
ら
請
求
が
あ
り
､
適

当
と
認
め
る
と
き
は
､
こ
れ
に
応
じ
る
も
の
と
す
る
｡

｣

改
め
る
。

…
…
…
…
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…
…
…
…
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人

外
人

連
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外
人

担
保
物
件

�
�

�
�

�
�

�
�

	



�
�

�


�
�

�
�

�

�
�

�

D2E/F� GHI

JK��8 LM@NBC8



附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
一
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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正

誤

21
・
４
・
15

発
行
年
月
日

2955
増刊①

公
報

番
号

再
掲

種
類

同
上

番
号

８
ペ
ー
ジ

上
欄

○ 下

17 行

備

考

知
事
が○

定
め
る

正

知
事
定
め
る

誤


